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畑地化促進事業の要望調査について

※本事業は申請内容を踏まえて審査し、予算の範囲内で⽀援対象者が決定される交付⾦事業です。

1.畑地化促進事業（畑地化⽀援・定着促進⽀援） 

（1）⽀援内容

1.畑地化⽀援
  ⽔⽥を畑地化※して、ア.⾼収益作物  及び  イ.畑作物（⾼収益作物以外）の本作化に取り組む農業者を⽀援します。
（※   交付対象⽔⽥から除外する取組をいう（地⽬の変更を求めるものではない）。以下同じ。）

2.定着促進⽀援
  ア  ⾼収益作物
    ⽔⽥を畑地化して、⾼収益作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に⽀援します。

 イ  畑作物（⾼収益作物以外）
    ⽔⽥を畑地化して、⾼収益作物を除く畑作物（⻨、⼤⾖、飼料作物（牧草等）、⼦実⽤とうもろこし、そば等）の定着等
に取り組む農業者を5年間、継続的に⽀援します。

（2）要望⽅法について

本事業への要望をお考えの⽣産者様におかれましては、営農計画書を提出している地域農業再⽣協議会に事前に相談いただい
た上で、必要書類を各地域農業再⽣協議会窓⼝に提出願います。

（3）必要書類について

地域によっては異なる様式を⽤いている場合もありますので、必ず各地域農業再⽣協議会にご確認ください。
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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない⽅は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

2.畑地化促進事業（産地づくり体制構築等⽀援）  

（1）⽀援内容

畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間の調整に要する経費や⼟地改良区の地区除外決済⾦等を⽀援します。

 1.産地づくりに向けた体制構築等⽀援
  畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整（現地確認や打合
せなど）に要する経費を⽀援（定額（1協議会あたり上限300万円））

2.⼟地改良区決済⾦等⽀援
  令和5年度または令和6年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い⼟地改良区に⽀払う必要が⽣
じた場合に、⼟地改良区の地区除外決済⾦等を⽀援（定額（ただし上限25万円/10a））

（2）要望⽅法について

本事業への要望をお考えの⽣産者様におかれましては、営農計画書を提出している地域農業再⽣協議会に事前に相談いただい
た上で、必要書類を各地域農業再⽣協議会窓⼝に提出願います。

（3）必要書類について

産地づくりに向けた体制構築⽀援要望調査表(EXCEL : 16KB)

⼟地改良区決済⾦等⽀援に係る要望調査票表(EXCEL : 27KB)

 ※地域によっては異なる様式を⽤いている場合もありますので、必ず各地域農業再⽣協議会にご確認ください。

参考資料

（参考）産地づくり体制構築等⽀援様式記載要領(PDF : 153KB)

3.お問合せ先

 農林⽔産省 農産局 企画課  03-3597-0191
 北海道農政事務所 ⽣産⽀援課  北海道  011-330-8807
 東北農政局 ⽣産振興課  ⻘森、岩⼿、宮城、秋⽥、⼭形、福島  022-221-6169
 関東農政局 ⽣産振興課  茨城、栃⽊、群⾺、埼⽟、千葉、東京、神奈川、⼭梨、⻑野、静岡  048-740-0409
 北陸農政局 ⽣産振興課  新潟、富⼭、⽯川、福井  076-232-4302
 東海農政局 ⽣産振興課  岐⾩、愛知、三重  052-223-4622
 近畿農政局 ⽣産振興課  滋賀、京都、⼤阪、兵庫、奈良、和歌⼭  075-414-9020
 中国四国農政局 ⽣産振興課  ⿃取、島根、岡⼭、広島、⼭⼝、徳島、⾹川、愛媛、⾼知  086-224-9411
 九州農政局 ⽣産振興課  福岡、佐賀、⻑崎、熊本、⼤分、宮崎、⿅児島  096-300-6216
 沖縄総合事務局 ⽣産振興課  沖縄  098-866-1653

お問合せ先

農産局企画課⽔⽥農業対策室
代表︓03-3502-8111（内線4792）
ダイヤルイン︓03-3597-0191
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